
　表題の建築物の確認申請において、次項からの照会不要の表に該当する場合は、

奈良県知事である特定行政庁に建築基準法第７７条の３２第１項の照会（以下「照会」

という。）をすることなく確認申請の受付を行います。

　申請者の方は、表題の建築物の確認申請の事前審査を提出する際に、あらかじめ

照会を要するか否かを次項からの照会不要の表で検証され、照会を申請者自らが不要と

認める場合は当該照会不要の表の照会不要番号を当センターへの事前審査願書に記入し

て提出されるようお願いいたします。

　上記で提出された案件の照会不要番号の内容が適切か否かは、審査担当者による事前

審査において確認します。事前審査の結果、照会が必要と認める場合は照会いたします。

この場合、照会の回答を得るのに日数を要することとなりますので、あらかじめご了承

ください。

なお、申請者の方が、照会を要するか否かを判断しかねる場合は、事前相談をお受け

いたしますのでご相談ください。

　また、照会を申請者自らが不要と認める場合は「奈良県知事である特定行政庁におけ

る建築物の建築基準法第７７条の３２第１項の照会に添付する図書」に記載している

図書を事前審査願書に添えて提出されるようお願いいたします。

       　 奈良県知事である特定行政庁における建築物の

（一財）なら建築住宅センター

        　建築基準法第７７条の３２第１項の照会の取扱い

令和7年7月1日



以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆宅地造成及び特定盛土等規制法及び建築基準法に基づく許可、認定等がある場合

照会不
要番号

項目 確認内容 図面等に明記する事項

宅地造成及び特定盛土等規制
法（以下「盛土規制法」とい
う。）第12条または第30条
に基づく許可（以下「盛土等
許可」という。）※１

Ａ【盛土等許可検査済】

・盛土等許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図、敷地丈量（宅地計画平面）図）と一致していると
確認できるもの。

・造成工事の目的が建築目的であるもの。

※事前審査提出時に盛土等許可通知書の位置図、敷地断面図、敷地丈量（宅地計画平面）図の写しを添付
してください。

Ｂ【盛土等許可検査未】

・盛土等許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図、敷地丈量（宅地計画平面）図）と一致していると確認
できるもの。

・造成工事の目的が建築目的であるもの。

※事前審査提出時に盛土等許可通知書の位置図、敷地断面図、敷地丈量（宅地計画平面）図の写しを添付
してください。

② 建築基準法第43条第2項第1
号認定

・建築基準法第43条第2項第1号認定の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と認定申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に建築基準法第43条第2項第1号認定証及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、建築基準法第43条第2項第
1号認定、認定年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

③ 建築基準法第43条第2項第2
号許可

・建築基準法第43条第2項第2号許可の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に建築基準法第43条第2項第2号許可証及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、建築基準法第43条第2項第
2号許可、許可年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

④ 建築基準法第48条各項ただし
書き許可

・建築基準法第48条各項ただし書き許可の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に建築基準法第48条各項ただし書き許可証及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、建築基準法第48条各項ただ
し書き許可、許可年月日・番号を明
記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

⑤ 建築基準法第51条ただし書き
許可

・建築基準法第51条ただし書き許可の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に建築基準法第51条ただし書き許可証及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、建築基準法第51条ただし書
き許可、許可年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

⑥ 建築基準法第85条第６項許可 ・建築基準法第85条第６項許可の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に建築基準法第85条第６項許可証及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、建築基準法第85条第６項許
可、許可年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

⑦ その他特定行政庁による許認
可

・特定行政庁による許認可の内容及び各種図面と一致していると確認できるもの

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に特定行政庁による許認可証及び各種図面の写しを添付してください。

確認申請書第三面【14.許可・認定等】
欄に、許認可の名称、その許認可、許
可年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

①

※１：宅地造成及び特定盛土等規制法の規制開始（令和7年5月7日）以前に、宅地造成等規制法第8条に基づく許可（以下「宅造許可」とい
う。）を受けたものについては、それぞれの欄について「盛土等許可」を「宅造許可」と読み替え適用するものとする。

※２：宅造許可を受けたものについては、宅地造成等規制法第13条第2項に基づく宅地造成に関する工事の検査済証

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、盛土等許可、許可年月日・
番号（変更許可がある場合はその年月
日・番号も。）及び検査済みの場合は
検査済証年月日・番号を明記。

●配置図に、盛土等許可を受けた工事
により築造された擁壁がある場合は、
その擁壁を明示し、構造・見え高さを
明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

◆留意事項
・盛土等許可があっても、盛土規制法第1７条第2項または第36条第2項に基づく宅地造成又は特定
盛土等に関する工事の検査済証（※２）の交付がないものは建築基準法第19条の規定に適合するこ
とが確認できないものとして建築基準法第7条第5項に規定されている検査済証の交付を行えない
（保留する）こととする。
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆市街化区域内の場合

照会不
要番号

確認内容 図面等に明記する事項

⑧ Ａ【開発許可検査済】

・開発許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図）及び確定丈量図と一致していると
確認できるもの。

※事前審査提出時に開発許可通知書の位置図、敷地断面図及び確定丈量図の写しを添付
してください。

Ｂ【開発許可検査未】

・開発許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図及び敷地丈量（土地利用計画）図）
と一致していると確認できるもの。

※事前審査提出時に開発許可通知書の位置図、敷地断面図及び敷地丈量（土地利用計
画）図の写しを添付してください。

⑨ ・都市計画法施行規則第60条証明（都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則
第17条に規定する都市計画法の規制に適合していることを証する書面）の内容及び各種
図面と一致していると確認できるもの

※事前審査提出時に都市計画法施行規則第60条証明及び各種図面の写しを添付してくだ
さい。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、都
市計画法施行規則第60条証明を受けた年月日・番
号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

⑩ Ａ【土地区画整理事業完了地】

・土地区画整理事業が完了した区域内にあることが土地登記事項証明書にて確認でき、
かつ敷地断面図等において新たな形質の変更がないことが確認できるもの。

・過去に建築物が建築された敷地を含まないもの。

※事前審査提出時に土地登記事項証明書の写しを添付してください。

⑪ Ｂ【土地区画整理法第76条第1項許可を受けたもの】

・建築確認申請書の内容が、土地区画整理法第76条第1項許可通知書の内容及び各種図
面と一致していると確認できるもの。

・過去に建築物が建築された敷地を含まないもの。

※事前審査提出時に土地区画整理法第76条第1項許可通知書及び各種図面の写しを添付
してください。

⑫ ・都市計画法に基づく許可が不要と判断された開発（建築）行為事前協議書の内容及び
各種図面と一致していると確認できるもの。

・建築確認申請の建築主と事前協議者が一致しているもの。

※事前審査提出時に開発（建築）行為事前協議書及び各種図面の写しを添付してくださ
い。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、開
発（建築）事前協議書、その年月日・番号を明
記。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

項目

都市計画法第29条許可（以下「開発許
可」という。）

都市計画法施行規則第60条証明

土地区画整理法A

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、開
発許可、許可年月日・番号（開発変更許可がある
場合はその年月日・番号も。）及び検査済みの場
合は検査済証年月日・番号（公共施設含む。）を
明記。

●開発許可検査未であり、都市計画法第37条第1
号に基づく承認の無い場合は、確認申請書第三面
【15.工事着手予定年月日】欄には、開発許可検査
済の予定年月日以降の年月日を明記。

●配置図に、「区画・形質の変更なし」と明記。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、土
地区画整理事業地区名を明記。土地区画整理法第
76条第1項許可のある場合はその名称、許可年月
日・番号を明記。

●配置図に、「形質の変更なし」と明記。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

土地区画整理法B

開発（建築）行為事前協議書

◆留意事項
・開発許可があっても、当該開発による道路を接道要件とする土地で、建築
基準法第43条に規定する接道要件が満たされないものは、建築確認済証の交
付はできません。
・開発許可があっても、都市計画法第36条第３項に基づく開発行為（公共施
設）に関する工事が完了した旨の公告または同法第37条第1号に基づく建築
の承認がないものは、建築工事に着手すると都市計画法違反となるため建築
工事ができません。
また、開発許可及び都市計画法第37条第1号に基づく建築の承認があって

も、開発の検査済証の交付がないものは、建築基準法第19条の規定に適合す

◆留意事項
・土地区画整理法第76条第1項許可があっても、当該区画整理事業
による道路を接道要件とする土地で、建築基準法第43条に規定す
る接道要件が満たされないものは、建築確認済証の交付はできませ
ん。
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆市街化区域内の場合

照会不
要番号

確認内容 図面等に明記する事項項目

・既存建築物の全面改築で敷地面積が500㎡未満のもの。

・宅地造成等工事規制区域内の場合、盛土等許可（※３）が不要であることが確認でき
るもの。（※４）

※事前審査提出時に既存建築物の建築確認済証、検査済証、確認申請書、付近見取り図
及び配置図の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、直
近の建築確認済証年月日・番号を明記。

●配置図に、盛土等許可が不要である宅地造成等
がある場合は、その内容（盛土・切土の別、擁壁の構
造・土留め高さ、法面等）明示。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

建築基準法第42条第1項第1
号道路（道路法による道路）を
接道とする建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「市町村道路地図」等により、道路法による道路であ
り当該道路の幅員が明らかに４ｍ以上であると確認できるもの。

建築基準法第42条第1項第2
号道路（ただし都市計画法によ
る道路に限る）を接道とする建
築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「開発登録簿」等により、都市計画法による道路であ
ると確認できるもので、開発検査済証を受けているもの。

建築基準法第42条第1項第4
号道路（2年以内に事業が執行
される予定のもの）を接道とす
る建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、建築基準法第42条第1項第4号の指定通知書及び指定道
路平面図により、建築基準法第42条第1項第4号に基づく道路であると確認できるもの。

・既存建築物の一部改築又は増築で敷地面積が500㎡未満のもの。

・既存建築物の建築確認済証及び検査済証を受けている（又は建築基準法第12条第5項
に基づく報告を受理されている）ことが確認できるもの。

・宅地造成等工事規制区域内の場合、盛土等許可が不要であることが確認できるもの。
（※４）

※事前審査提出時に既存建築物の建築確認済証、検査済証、確認申請書、付近見取り図
及び配置図の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、従
前の全ての建築確認済証年月日・番号、検査済証
年月日・番号、建築基準法第12条第5項報告書、
受理年月日・番号を明記。

●配置図に、盛土等許可が不要である宅地造成等
がある場合は、その内容（盛土・切土の別、擁壁の構
造・土留め高さ、法面等）明示。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

建築基準法第42条第1項第1
号道路（道路法による道路）を
接道とする建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「市町村道路地図」等により、道路法による道路であ
り当該道路の幅員が明らかに４ｍ以上であると確認できるもの。

建築基準法第42条第1項第2
号道路（ただし都市計画法によ
る道路に限る）を接道とする建
築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「開発登録簿」等により、都市計画法による道路であ
ると確認できるもので、開発検査済証を受けているもの。

建築基準法第42条第1項第4
号道路（2年以内に事業が執行
される予定のもの）を接道とす
る建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、建築基準法第42条第1項第4号の指定通知書及び指定道
路平面図により、建築基準法第42条第1項第4号に基づく道路であると確認できるもの。

既存建築物の全面改築

既存建築物の一部改築又は増築

⑬

⑭
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆市街化区域内の場合

照会不
要番号

確認内容 図面等に明記する事項項目

・新築で敷地面積が500㎡未満のもの。（複数敷地の場合はその合計が500㎡未満のも
の。）ただし、既存の敷地からの切り取りは除く。

・既存集落内等にあるもので当該敷地の周囲には既存建築物が存在する状況が、都市計
画図、住宅地図等により確認できるもの。
（周囲に開発行為の広がるおそれがないと客観的に判断できるもの。周囲に既存建築物
がある場合の他、高低差のある田畑、住宅地図等でもその存在が確認できる、フェンス
等で明確に区画されている青空駐車場等が考えられる。）

・宅地造成等工事規制区域内の場合、盛土等許可が不要であることが確認できるもの。
（※４）

※事前審査提出時に都市計画図及び住宅地図等の写しを添付してください。

●附近見取り図及び配置図に、隣地の土地利用の
状況、高低差等を明示。

●配置図に、盛土等許可が不要である宅地造成等
がある場合は、その内容（盛土・切土の別、擁壁
の構造・土留め高さ、法面等）明示。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

建築基準法第42条第1項第1
号道路（道路法による道路）を
接道とする建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「市町村道路地図」等により、道路法による道路であ
り当該道路の幅員が明らかに４ｍ以上であると確認できるもの。

建築基準法第42条第1項第2
号道路（ただし都市計画法によ
る道路に限る）を接道とする建
築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「開発登録簿」等により、都市計画法による道路であ
ると確認できるもので、開発検査済証を受けているもの。

建築基準法第42条第1項第4
号道路（2年以内に事業が執行
される予定のもの）を接道とす
る建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、建築基準法第42条第1項第4号の指定通知書及び指定道
路平面図により、建築基準法第42条第1項第4号に基づく道路であると確認できるもの。

⑯ ・道路位置指定を接道とする関連宅地（当該道路位置指定時に建築物の建築を予定して
いた土地）であり、道路位置指定の通知書の内容、各種図面及び確定丈量図と一致して
いると確認できるもの。

●確認申請書第三面【14.許可・認定等】欄に、建
築基準法第42条第1項第5号指定年月日・番号を明
記。

●配置図に、建築基準法第42条第1項第5号道路で
ある旨、その指定年月日・番号、及び幅員を明
記。

※上記は建築計画概要書にも明記ください。

※３：「盛土等許可」とは宅地造成及び特定盛土等規制法第12条または第30条に基づく許可をいう。また、宅地造成及び特定盛土等規制法の規制開始（令和7年5月7日）以前に、宅地造成
等規制法第8条に基づく許可（以下「宅造許可」という。）を受けたものについては、「盛土等許可」を「宅造許可」と読み替え適用するものとする。以下このページについて同様とする。

※４　「盛土等許可が不要であることを確認できるもの」とは、土地の形質変更がある場合、以下の①～⑤のいずれにも該当しないものであること。（「宅地造成及び特定盛土等規制法に関
する運用の手引き　許可・手続き編」（令和７年３月　奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課）1-30参照）
　①盛土で高さ１ｍ超の崖を生じる
　②切土で高さ２ｍ超の崖を生じる
　③盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生じる
　　（①、②を除く）
　④盛土で高さが２ｍ超となる（①、③を除く）
　⑤盛土又は切土する土地の面積（周辺の敷地を同時に造成等
　　する場合は、造成等する全ての土地の面積の合計）が
　　500㎡超となる（①～④を除く）

市街化区域における新築⑮

建築基準法第4２条第１項第５号（以下
「道路位置指定」という。）
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆市街化調整区域の場合

照会不
要番号

項目 確認内容 図面等に明記する事項

⑰ 開発許可（都市計画法第29条
許可）

Ａ【開発許可検査済】
・開発許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図）及び確定丈量図と一致していると確認できるも
の。

・申請者名、開発（建築）行為事前協議通知書の内容及び開発（建築）行為事前協議書（軽微な変更届
出書を含む）の各種図面と一致していると確認できるもの。（都市計画法第34条第11号に係るもの
で、開発（建築）行為事前協議書の対象となっていないものは、開発許可申請書の各種図面と一致して
いること。）
　ただし、以下に該当するものは申請者名、計画建築物に関する各種図面については確認不要とする。
　○都市計画法第34条第11号又は第34条第14号提案基準35に該当するもので、計画建築物の用途が
「一戸建専用住宅」と判断でき、階数が３以下（地階を除く）のもの。（ただし、開発許可通知書の8欄
に「自己の居住の用に供するもの」と記載されている場合は、建築確認申請書の申請者と一致している
ことの確認が必要。）

※事前審査提出時に開発許可通知書の位置図、敷地断面図及び確定丈量図の写しを添付してください。

⑱ 都市計画法第42条許可 ・都市計画法第42条第1項ただし書きの許可通知書の内容及び各種図面（開発（建築）行為事前協議書
の内容及び軽微な変更届出書を含む。）と一致していると確認できるもの。

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に都市計画法第42条第1項ただし書きの許可通知書及び各種図面（開発（建築）行為
事前協議書の内容及び軽微な変更届出書を含む。）の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、都市計画法第42条第1項た
だし書きの許可年月日・番号を明記。
（開発（建築）行為事前協議書がある
場合は、その年月日・番号も。）

●確認申請書第三面【20.その他必要
な事項】欄に、都市計画法第41条の制
限や同法第79条の条件がある場合は、
その制限や条件の内容を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

⑲ 都市計画法第43条許可 ・都市計画法第4３条第1項の許可通知書の内容及び各種図面（開発（建築）行為事前協議書の内容及び
軽微な変更届出書を含む。）と一致していると確認できるもの。

・建築確認申請の建築主と許可申請者が一致しているもの。

ただし、以下に該当するものは申請者名、計画建築物に関する各種図面については確認不要とする。
　○都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ又は第36条第1項第3号ホ提案基準35に該当するもので、
計画建築物の用途が「一戸建専用住宅」と判断でき、階数が３以下（地階を除く）のもの。

※事前審査提出時に都市計画法第4３条第1項の許可通知書及び各種図面（開発（建築）行為事前協議書
の内容及び軽微な変更届出書を含む。）の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、都市計画法第43条第1項の
許可年月日・番号を明記。
（開発（建築）建築事前協議書がある
場合は、その年月日・番号も。）

●確認申請書第三面【20.その他必要
な事項】欄に、都市計画法第79条の条
件がある場合はその条件を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、開発許可年月日・番号（開
発変更許可がある場合はその年月日・
番号も。）及び検査済みの場合は検査
済証年月日・番号（公共施設含む。）
を明記。
（開発（建築）行為事前協議書がある
場合は、その年月日・番号も。）

●開発許可検査未であり、都市計画法
第37条第1号に基づく承認の無い場合
は、確認申請書第三面【15.工事着手
予定年月日】欄には、開発許可検査済
の予定年月日以降の年月日を明記。

●確認申請書第三面【20.その他必要
な事項】欄に、都市計画法第41条の制
限がある場合はその制限内容を明記。

●配置図に「区画・形質の変更なし」
と明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

Ｂ【開発許可検査未】
・開発許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図及び敷地丈量（土地利用計画）図）と一致している
と確認できるもの。

・申請者名、開発（建築）行為事前協議通知書の内容及び開発（建築）行為事前協議書（軽微な変更届
出書を含む）の各種図面と一致していると確認できるもの。（都市計画法第34条第11号に係るもの
で、開発（建築）行為事前協議書の対象となっていないものは、開発許可申請書の各種図面と一致して
いること。）
　ただし、以下に該当するものは申請者名、計画建築物に関する各種図面については確認不要とする。
　○都市計画法第34条第11号又は第34条第14号提案基準35に該当するもので、計画建築物の用途が
「一戸建専用住宅」と判断でき、階数が３以下（地階を除く）のもの。（ただし、開発許可通知書の8欄
に「自己の居住の用に供するもの」と記載されている場合は、建築確認申請書の申請者と一致している
ことの確認が必要。）

※事前審査提出時に開発許可通知書の位置図、敷地断面図及び敷地丈量（土地利用計画）図の写しを添
付してください。

◆留意事項
・開発許可があっても、当該開発による道路を接道要件とする土地で、建築基準法第43条に規定
する接道要件が満たされないものは、建築確認済証の交付はできない。
・開発許可があっても、都市計画法第36第３項に基づく開発行為（公共施設）に関する工事が完
了した旨の公告または同法第37条第1号に基づく建築の承認がないものは、建築工事に着手する
と都市計画法違反となるため建築工事ができない。
また、開発許可及び都市計画法第37条第1号に基づく建築の承認があっても、開発の検査済証

の交付がないものは、建築基準法第19条の規定に適合することが確認できないものとして建築基
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆市街化調整区域の場合

照会不
要番号

項目 確認内容 図面等に明記する事項

⑳ 農家住宅（農業用倉庫） ・農家判定書（原本添付）及び農家判定の副本一式図書（農家判定の建築計画変更届を含む。）と一致
していると確認できるもの。

・建築確認申請の建築主と農家判定書の申請者が一致しているもの。

※事前審査提出時に農家判定書（原本添付）及び農家判定の副本一式図書（農家判定の建築計画変更届
を含む。）の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、農家判定書の判定年月日・
番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

㉑ ⑰～⑳の許可等が不要と判断
された開発（建築）行為事前
協議書

・開発（建築）行為事前協議書の内容及び各種図面（軽微な変更届出書を含む。）と一致していると確
認できるもの。

・建築確認申請の建築主と事前協議者が一致しているもの。

※事前審査提出時に開発（建築）行為事前協議書及び各種図面（軽微な変更届出書を含む。）の写しを
添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、開発（建築）事前協議書年
月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

㉒ 都市計画法施行規則第60条
証明

・都市計画法施行規則第60条証明（都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則第17条に規定す
る都市計画法の規制に適合していることを証する書面）の内容及び各種図面と一致していると確認でき
るもの

※都市計画法施行規則第60条証明及び各種図面の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、都市計画法施行規則第60条
証明を受けた年月日・番号を明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

既存建築物（※５に列記して
いる建築物に限る。）の建替
等（改築、増築）

・既存建築物の建築確認済証及び検査済証を受けている（又は建築基準法第12条第5項に基づく報告を
受理されている）ことが確認でき、かつ敷地の形状（区画及び断面）が検査済証を受けた（又は建築基
準法第12条第５項に基づく報告を受理された）状況と同一であることが確認できるものであって、次の
ａ～dのいずれか該当するもの

※事前審査提出時に既存建築物の建築確認済証、検査済証、確認申請書、付近見取り図及び配置図の写
しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、開発許可がある場合は、そ
の名称、許可年月日・番号（開発変更
許可がある場合はその年月日・番号
も。）及び検査済証年月日・番号（公
共施設含む。）を明記。
（開発（建築）行為事前協議書がある
場合は、その年月日・番号も。）

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、都市計画法第43条第1項の
許可がある場合は、その名称、許可年
月日・番号を明記。
（開発（建築）行為事前協議書がある
場合は、その年月日・番号も。）

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、従前の全ての建築確認済証
年月日・番号、検査済証年月日・番
号、建築基準法第12条第5項報告書受
理年月日・番号を明記。

●配置図に、「区画・形質の変更な
し」と明記。

※上記は建築計画概要書にも明記くだ
さい。

建築基準法第42条第1項第1
号道路（道路法による道路）を
接道とする建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「市町村道路地図」等により、道路法による道路であり当該道路の幅
員が明らかに４ｍ以上であると確認できるもの。

建築基準法第42条第1項第2
号道路（ただし都市計画法によ
る道路に限る）を接道とする建
築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、「開発登録簿」等により、都市計画法による道路であると確認できる
もので、開発検査済証を受けているもの。

建築基準法第42条第1項第4
号道路（2年以内に事業が執行
される予定のもの）を接道とす
る建築確認申請

・建築確認申請にかかる道路が、建築基準法第42条第1項第4号の指定通知書及び指定道路平面図によ
り、建築基準法第42条第1項第4号に基づく道路であると確認できるもの。

※５
・⑰～⑳のいずれの許可等を、過去に一度も受けていない建築物。

・既存建築物の最新の建築確認済証年月日が昭和46㉔年1月1日以降のもの。

・都市計画法第34条第11号に基づき開発許可・検査済又は都市計画法第43条許可済であり、その予定建築物の用途が「一戸建て専用住宅」である建築物。

㉓

a.用途の変更を伴わない住宅の増築で、増加床面積が従前の
100%以下又は増加後の床面積の合計が280㎡以下であるもの

b.用途の変更を伴わない住宅以外の増築で、増加床面積が従前の
100%以下であるもの

c.用途の変更を伴わない住宅の改築で、建替後の床面積の合計が
従前の150%以下又は280㎡以下であり、かつ階数が、従前以下
又は2以下であるもの

d.用途の変更を伴わない住宅以外の改築で、建替後の床面積の合
計が従前の150%以下であり、かつ階数が、従前以下であるもの
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以下のいずれかに該当する場合は照会不要として取扱います。

◆都市計画区域外の場合

照会不
要番号

項目 確認内容 図面等に明記する事項

㉔ 開発許可 ・開発許可検査済であり、開発許可通知書の内容（位置、計画の敷地断面図）及び確定丈量
図と一致していると確認できるもの。

※事前審査提出時に開発許可検査済証、開発許可通知書の位置図、敷地断面図及び確定丈量
図の写しを添付してください。

●確認申請書第三面【14.許可・認定
等】欄に、開発許可年月日・番号（開
発変更許可がある場合はその年月日・
番号も。）及び検査済証年月日・番号
（公共施設含む。）を明記。

●配置図に「区画・形質の変更なし」
と明記。

㉕ 1ha未満の開発行為 ・敷地面積が1ha未満のもの。

・周囲に開発行為の広がるおそれがないと客観的に判断できるもの。
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